
４.身体拘束廃止及び適正化に向けた組織体制 

（１）身体拘束適正化検討委員会の設置 

当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化検討委員会（虐待防止等委員会内）

を設置します。 

 

① 設置目的 

・ 施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討 

・ 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続 

・ 身体拘束を実施した場合の解除の検討 

・ 身体拘束廃止に関する職員全体への指導 

② 身体拘束適正化検討委員会の開催 

委員会の開催は１年に１回以上の開催とし、必要に応じてその都度開催します。 緊急な事

態（数時間以内に身体拘束を要す場合等）は、職員より上長に報告の上、 関係職員を招集

し臨時の会議を開催します。委員会に参加できない職員等が想定される場合は意見を聞くな

どの対応により、当該意見を踏まえ検討します。 

 

（２）身体拘束適正化のための職員研修 

当事業所では職員に対し身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 実施の

内容は開催の都度、記録を作成します。 

 

（３）やむを得ず身体拘束を行う場合の報告等の方法 

やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。 

 

① カンファレンスの実施 

やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化のための検討委員会を中心とし て、拘束

による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う

ことを選択する前に①切迫性、②非代替性、③一時性の３要素の全てを満たしているかどう

かについて検討・確認します。 要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した

場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する説明書を

作成します。 また、廃止に向けた取組改善の検討会を早急に行い実施に努めます。 

 

② 本人や家族に対しての説明 

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取組方法を

詳細に説明し、理解が得られるように努めます。 また、身体拘束の同意期限を終え、なお

拘束を必要とする場合については、事前に本人や家族に説明をした内容と方向性、利用者の


